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平成２４年度事業報告 
（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで） 

 

当協議会は、不動産広告の適正化等を推進することにより、一般消費者の自主的か

つ合理的な選択を確保し、かつ、事業者間の公正な競争秩序を確保するため、消費者

庁や国土交通省をはじめとする関係行政機関のご指導のもと、会員団体、維持会員、

賛助会員、関係団体等とも緊密に連携し、不動産業界の自主ルールである「不動産の

表示に関する公正競争規約」（以下「表示規約」という。）及び「不動産業における

景品類の提供の制限に関する公正競争規約」（以下「景品規約」という。また、以下

「表示規約」及び「景品規約」を総称して「規約」という。）の公正・中立な運用機

関として、その普及と適正な執行を図り、不動産広告のより一層の適正化に努めた。 

以下、平成２４年度の事業活動について報告する。 

 

Ⅰ 規約等の一部変更について 
 

１ 表示規約・施行規則の一部変更 

消費者ニーズの変化、不動産広告の多様化、運用又は解釈上の疑問から規約、特

に表示規約・施行規則を不断に見直し、規制を緩和又は強化すべき事項、規定を明

確にすべき事項、使い勝手などから規定振りに工夫改善をすべき事項等について、

会員等の意見を踏まえて、不動産公正取引協議会連合会（以下、｢不動産連合会｣と

いう。）の幹事会で協議してきた。 

当協議会は、不動産連合会の事務局として、平成２２年９月２４日の理事会にお

いて、不動産連合会に「表示規約・施行規則の一部変更案」（以下「一部変更案」

という。）を提案することを決議し、これを同年１１月５日の不動産連合会第８回

通常総会に提案し、可決・承認された。 

不動産連合会は、消費者庁及び公正取引委員会の指導を受けて、この一部変更案

に修正を加えた一部変更案を作成し、平成２３年９月１日に表示連絡会を開催し、

消費者団体等から意見を聴いたが、特段の異論はなく賛成いただいた。 

その後、不動産連合会事務局は、この一部変更案を平成２３年１１月１１日の不

動産連合会第９回通常総会に提案し、可決・承認されたので、同年１２月１５日付

けで消費者庁及び公正取引委員会に申請を行い、消費者庁及び公正取引委員会は、

平成２４年１月２５日から同年２月２４日までの１か月間、パブリックコメントを

募集するなどした後、同年５月１７日付けで認定又は承認し、同月３１日付けで施

行された。 

当協議会は、これらの改正内容の周知方を加盟事業者に周知いただくよう同年５

月２９日付けで会員団体長に依頼文書を発したほか、翌３０日付けで賛助会員及び

維持会員等へも通知し、変更表示規約及び変更施行規則の周知に努めた。 

 

２ 表示規約・景品規約の一部変更 

当協議会は平成２３年４月１日に、近畿地区不動産公正取引協議会は平成２４年

４月１日にそれぞれ社団法人から公益社団法人に移行し、平成２４年４月１日に北

海道不動産公正取引協議会が社団法人から一般社団法人に移行した。 

これに伴い、平成２４年１１月１６日開催の不動産連合会第１０回通常総会にお



公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 

- 2 - 

いて、表示規約第２５条及び景品規約第４条の規定（組織及び事業）を実態にあわ

せて変更することについて審議・承認し、平成２５年３月６日付けで消費者庁及び

公正取引委員会に認定申請を行い、同年３月２２日に認定された。 

 

Ⅱ 定款の一部変更 
 

平成２４年１月４日、内閣府認定等委員会事務局から「公益社団法人・一般社団

法人の正会員には、他の法人の支部等はなることはできない。」との指摘を受け

た。この指摘によると、当協議会の普通会員（正会員）である社団法人全日本不動

産協会の各都県本部は、同協会の支部に該当し、普通会員になれないこととなる。 

これに対応するため、定款第５条第１項第１号で規定する「普通会員 公正競争

規約に参加する宅地建物取引業者の団体」の次に、「及びその団体の都県単位にお

ける従たる事務所（前条第２項に規定する区域内に所在するもの）の代表者」との

文言を加えて、社団法人全日本不動産協会及び１都８県の本部の代表者（本部長）

を普通会員として入会できるよう変更することのほか、定款の変更を行う場合の手

続きの簡素化を図るため、定款第４９条第２項及び第３項の規定も変更することと

し、平成２４年１０月２６日の臨時社員総会において審議・承認し、平成２５年３

月６日付けで消費者庁及び公正取引委員会に承認申請を行い、同年３月１８日に承

認された（資料・１９ページ参照）。 

当協議会は、変更定款の規定に基づき、同年３月２２日開催の第１２回理事会に

おいて、社団法人全日本不動産協会及び同協会の１都８県の本部長を普通会員とし

て入会することについて審議・承認した。 

 

Ⅲ 経常業務の実施状況 
 

１ 「公取協通信」の発行 

平成６年４月以降、協議会の業務・活動状況を迅速に周知するため、毎月１回

「公取協通信」を作成・配付しているが、引き続き、本年度においても、毎月１日

付けで作成し、ホームページに掲載した上、電子メール又はファクシミリをもっ

て、当協議会の会員、役員、各専門委員会委員及び公正競争規約指導員のほか、関

係行政機関、消費者団体等の関係団体、不動産業界紙各社等に配付した。 

 

２ ホームページによる広報 

平成１０年１１月からホームページ（http://www.sfkoutori.or.jp）を開設して

おり、当協議会の活動状況、規約の相談事例、規約違反事例等を、適宜、加除掲載

するとともに、一般消費者向けに、不動産広告の読み方や見方等を掲載し、さら

に、本年度は、表示規約・同施行規則の主な変更点や新旧対照表を掲載した。 

また、当協議会は、不動産連合会の事務局として、平成２０年１月から不動産連

合会のホームページ（http://www.rftc.jp）を開設しており、以来、最新の規約、

組織概要などを掲示することにより、規約の普及啓発を図っている。 

 

３ 「公正表示ステッカー」の頒布 

加盟事業者の規約を遵守する意識の常態化に資するとともに、一般消費者に対し

規約の意義等を啓発するため、加盟事業者に対し、規約に参加している証としての
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店頭掲示用「公正表示ステッカー」（厚さ０.３ミリメートルの硬質アクリル製、両

面印刷）を頒布した。 

 

４ 規約普及パンフレット等の頒布等 

「不動産の公正競争規約」、規約をコンパクト版で解説した「不動産広告ハンド

ブック」及びイラスト等を用いて規約を分かりやすく解説した小冊子「まるちゃん

の公正競争規約を知って守って適正な広告表示」を会員、加盟事業者等に配付又は

頒布するとともに、表示規約及び同施行規則の主な変更点をまとめたリーフレット

を作成し、会員、加盟事業者等に配付し、規約の普及に努めた。 

また、当協議会の組織や活動状況等について記載した「公取協案内」の改訂版を

作成し、必要に応じて会員、加盟事業者、一般消費者等に配布したほか、平成２０

年３月２６日付けで会員団体の長を通じて加盟事業者に示した「『おとり広告』の

規制概要及び不動産業者の留意事項」（以下「おとり広告ガイドライン」とい

う。）を会員、加盟事業者等に配付し、インターネット広告において多発している

「おとり広告」の未然防止に努めた。 

さらに、会員団体の要請に応じて、会員団体の新入会員事業者のための「広告基

準等の習得ツール」（「公取協案内」、「不動産の公正競争規約」、「不動産広告

ハンドブック」、「おとり広告ガイドライン」及び「公正表示ステッカー」の５点

をセット）を頒布し、当協議会の活動状況や規約の周知を図った。 

 

５ 公正競争規約研修会の開催 

規約に対する加盟事業者等の理解を深め、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費

者に対し、適正な取引関連情報を提供するとともに、許容される範囲内の景品類を

提供することにより、公正な取引を確保するため、会員、加盟事業者等が主催した

研修会(他地区の不動産公正取引協議会主催の研修会を含む。) に講師を派遣した。 

また、賛助会員の社員、役員を対象とする｢賛助会員研修会｣を２回(１回目：平成

２４年９月２５日、２回目：平成２５年３月６日）実施し、このうち１回目の研修

会は、不動産広告の実務経験が浅い新入社員等を対象とした。 

さらに、本年度も規約に違反する行為の再発を未然に防止する観点から、過去３

年以内に厳重警告・違約金及び厳重警告の措置を講じた加盟事業者を対象に「公正

競争規約等説明会」（平成２５年３月２７日）を実施した。 

これらの研修会は、表１のとおり計８７回開催されており､その受講者数は、延べ

９,９７１名であった。 

 

（表１）                   (注) 団体等の名称は、開催日時点のもの。 

開催日 対象者 受講者 

平成24年4月19日 加盟事業者（主催(株)工業市場研究所） 10 

24日 (一社)日本住宅建設産業協会会員(新入社員) 125 

6月13日 (社)神奈川県宅地建物取引業協会新入会員 50 

21日 (社)全日本不動産協会神奈川県本部新入会員 28 

25日 (一社)不動産流通経営協会会員 97 

26日 不動産情報サイト事業者連絡協議会会員 30 

7月 4日 (社)全日本不動産協会東京都本部新入会員 112 

13日 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会新入会員 75 
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20日 (社)長野県宅地建物取引業協会会員 38 

23日 (一社)不動産流通経営協会会員 56 

27日 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 80 

8月 3日 (社)栃木県宅地建物取引業協会会員 115 

6日 (社)全日本不動産協会岩手県本部会員 49 

10日 東海不動産公正取引協議会役員・賛助会員 95 

21日 (社)宮城県宅地建物取引業協会会員 111 

23日 (社)全日本不動産協会埼玉県本部会員 22 

9月 3日 (社)茨城県宅地建物取引業協会会員 80 

5日 (社)茨城県宅地建物取引業協会会員 307 

7日 (社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 164 

7日 (社)全日本不動産協会群馬県本部会員 102 

10日 
(公社)青森県宅地建物取引業協会会員 

(社)全日本不動産協会青森県本部会員 
210 

10日 (社)茨城県宅地建物取引業協会会員 446 

11日 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 81 

12日 (社)茨城県宅地建物取引業協会会員 141 

12日 (社)神奈川県宅地建物取引業協会新入会員 22 

13日 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 164 

18日 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 965 

20日 (社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 113 

25日 賛助会員 64 

26日 (社)千葉県宅地建物取引業協会新入会員 49 

10月 4日 (社)全日本不動産協会東京都本部会員 33 

9日 (社)全日本不動産協会東京都本部会員 86 

11日 (社)全日本不動産協会神奈川県本部新入会員 31 

12日 住友不動産販売(株)社員 181 

15日 住友林業ホームサービス(株)社員 143 

19日 住友不動産販売(株)社員 88 

11月 2日 三菱地所ハウスネット(株)社員 86 

2日 東急リバブル(株)社員・広告会社 156 

5日 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 45 

6日 (社)全日本不動産協会埼玉県本部会員 152 

7日 (株)読売広告社社員 45 

7日 (社)全日本不動産協会埼玉県本部会員 155 

7日 (社)全日本不動産協会東京都本部会員 114 

7日 (社)全日本不動産協会東京都本部新入会員 119 

13日 三菱地所ハウスネット(株)社員 68 

14日 (株)うちナビ社員 24 

11月19日 (社)全日本不動産協会埼玉県本部会員 255 

19日 (株)エー・ディー・ワークス社員 45 

20日 (一社)日本住宅建設産業協会会員 105 

22日 (社)全日本不動産協会埼玉県本部会員 74 
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26日 (社)神奈川県宅地建物取引業協会女性部会会員 70 

28日 東北地区不動産公正取引協議会役職員 30 

29日 (社)全日本不動産協会埼玉県本部会員 215 

29日 (社)全日本不動産協会東京都本部会員 83 

12月 3日 (社)全日本不動産協会神奈川県本部会員 76 

6日 住友林業ホームサービス(株)社員 41 

10日 (公財)日本賃貸住宅管理協会会員 52 

11日 (一社)九州不動産公正取引協議会会員等 193 

11日 (社)神奈川県宅地建物取引業協会新入会員 44 

14日 三菱地所ハウスネット(株)社員 39 

14日 (社)新潟県宅地建物取引業協会会員 31 

21日 ミサワホーム西関東(株)社員 20 

平成25年 1月18日 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会新入会員 86 

21日 住友林業ホームサービス(株)社員 163 

23日 (社)全日本不動産協会東京都本部会員 330 

25日 四国地区不動産公正取引協議会役職員 38 

28日 (社)全日本不動産協会神奈川県本部会員 34 

28日 (社)全日本不動産協会東京都本部会員 771 

31日 国土交通省・都道府県宅建業法所管課職員等（国土交通大学校） 30 

2月 4日 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 80 

15日 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 103 

18日 (社)全日本不動産協会埼玉県本部会員 215 

18日 湘南不動産コンサルティング協会会員 27 

21日 (社)全日本不動産協会神奈川県本部新入会員 35 

21日 (社)全日本不動産協会東京都本会員 29 

25日 四国地区不動産公正取引協議会会員等 120 

3月 5日 (社)全日本不動産協会東京都本部新入会員 99 

6日 賛助会員 77 

7日 (一社)不動産協会会員 54 

7日 (社)千葉県宅地建物取引業協会新入会員 71 

11日 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 219 

11日 
(社)山形県宅地建物取引業協会会員 

(社)全日本不動産協会山形県本部会員 
146 

13日 (社)神奈川県宅地建物取引業協会新入会員 32 

13日 (社)全日本不動産協会東京都本部会員 135 

19日 (社)全日本不動産協会埼玉県本部新入会員 23 

19日 (社)全日本不動産協会東京都本部会員 91 

27日 過去３年以内の規約違反事業者（公正競争規約等説明会） 63 

合 計 9,971 

 

６ 「不動産広告管理者養成講座」の開催 

「不動産広告管理者養成講座」は、不動産広告の適正化を一層推進するため、当

協議会の賛助会員の従事者等を対象とし、規約に精通した不動産広告の企画・制
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作・管理業務に従事する人材の養成に寄与することを目的に、これらの業務に求め

られる基礎的・実務的知識の習得を支援するもので、講座修了後に効果測定試験を

実施し、所定の成績を修めた受講者に「不動産広告管理者養成講座修了認定証」等

を交付している。 

本年度は、平成２４年１２月４日に主婦会館プラザエフ（千代田区）において第

１０回目の同講座を開催し、１１３名が受講し、９２名に「不動産広告管理者養成

講座修了認定証」及び「修了認定証書」を交付した（合格率８１.４％）。 

なお、同講座は、平成１６年３月から開催しており、これまでの受講者は延べ

９９１名であり、｢不動産広告管理者養成講座修了認定証｣等の交付者は６０５名

となっている。 

 

７ 「公正競争規約指導員養成講座」の開催 

「公正競争規約指導員養成講座」は、会員団体の役員等を「公正競争規約指導

員」として養成し、加盟事業者に対し規約を周知・指導することにより、違反行為

の未然防止、再発防止を図るために開催を依頼している講座である。 

本年度は、表２のとおり開催された養成講座に講師を派遣し、新規受講者に「公

正競争規約指導員」を委嘱し、「公正競争規約指導員証」を交付した。 

 

（表２）                    (注) 団体の名称は、開催日時点のもの。 

開催日 対象者 受講者数 

平成24年6月29日 (社)神奈川県宅地建物取引業協会役員 59 

7月 3日 (社)全日本不動産協会東京都本部役員 34 

5日 (公社)東京都宅地建物取引業協会役員 60 

26日 (社)茨城県宅地建物取引業協会役員 19 

8月 9日 (社)長野県宅地建物取引業協会役員 36 

9月14日 (社)千葉県宅地建物取引業協会役員 38 

12月18日 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会役員 110 

合 計 356 

 

（注）本養成講座は、昭和６２年９月から開催しており、現在まで１６の会員団体の役職

員・延べ５,８４３名（現員実数３,２１１名）に「公正競争規約指導員」を委嘱して

いる。 

 

８ 一般消費者に対する規約等の普及啓発 

一般消費者向けパンフレット「不動産広告あらかると」の改訂版を作成し、関係

行政機関等の協力を得て、その窓口や会合等において一般消費者に配布し、不動産

広告の見方など不動産取引における基本的な留意点の啓発に努めた。 

また、地区内の消費者団体に対して、当協議会の事業計画、事業報告等の資料提

供、規約内容や協議会の活動内容等を紹介するほか、一般消費者に対して、不動産

業界に自主規制機関が存在するだけでなく、不動産広告における不当表示等に対し

て自浄能力を有していることを認識いただくため、表３のとおり消費者団体の機関

紙等に「広告を良く見て聴いて確かめて」と題する広告を掲載した。 

さらに、表４のとおり、神奈川県及び会員団体が主催する一般消費者向けセミナ

ーに講師を派遣し、「不動産広告あらかると」等を用いて規約の内容や協議会の活
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動状況について説明を行った。 

 

（表３） 

消費者団体名 機関誌名（発行時期） 

新潟県婦人連盟 ｢平成24年度新潟県婦人連盟研究大会資料｣（平成24年6月） 

特定非営利活動法人新潟県消費者協会 ｢くらしフェスタ2012｣         （平成24年7月） 

特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 ｢婦人時報｣              （平成24年8月） 

 

（表４）                      (注) 団体の名称は、開催日時点のもの。 

開催日 主催者等 受講者数 

平成24年9月 2日 神奈川県主催「知っておきたい不動産取引の知識・説明会」 72 

9月15日 〃 48 

9月21日 〃 58 

11月28日 
(社)山梨県宅地建物取引業協会・(公社)全国宅地建物取引業協

会山梨本部主催「平成24年度消費者のためのセミナー」 
50 

合  計 228 

 

９ 広告企画等の事前相談・指導業務 

規約の周知徹底と規約に違反する行為の未然防止・再発防止を図るため、不動産

事業者（広告主）、広告会社、広告媒体社等からの事前相談を受け付け、適正な広

告表示の推進と過大な景品類の提供の防止に努めた。 

本年度の相談件数は、表５のとおり１２,１００件（延べ数１２,２０８件・表６

参照）であり、これを相談者別にみると、不動産事業者が５１.６５％（６,２５０

件）、広告会社等が３９.５１％（４,７８１件）と、この両者で９割を占めた。 

また､相談件数を相談内容別にみると、表６のとおり表示関係が８２.０４％

（１０,０１６件）、景品関係が１３.４７％（１,６４４件）であった。 

相談件数を表示関係の規約条項別（表７参照）でみると、１位は「物件の内容・取

引条件等に係る表示基準（１５条）」（２６.８２％）、２位は「必要な表示事項（８

条）」（２２.６３％）、３位は「その他の不当表示（２３条）」（９.０５％）であ

った。 

景品関係の規約条項別（表８参照）でみると、１位は「総付景品の提供限度額

（３条１項２号）」（３７.３５％）、２位は「懸賞景品の提供限度額（３条１項１

号）」（１３.５７％）、３位は「景品類であっても限度額を超えて提供できるもの

（３条２項・規則６条）」（１３.１３％）であった。 

 

（表５）平成２４年度相談者別相談件数 

不動産事業者（広告主） 6,250 (51.65％) 

広告会社等 4,781 (39.51％) 

関係行政機関 157 ( 1.30％) 

会員団体、関係団体等 415 ( 3.43％) 

一般消費者 425 ( 3.51％) 

その他 72 ( 0.60％) 

合  計 12,100 
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（表６）平成２４年度相談内容別相談件数 

表示関係 10,016 (82.04％)  

景品関係 1,644 (13.47％)  

関係法令 461 ( 3.78％)  

その他 87 ( 0.71％) 

合  計 12,208 (延べ数) 

 

（表７）平成２４年度表示関係の規約条項別相談件数（延べ数） 

用語の定義（４条） 203 ( 1.54％) 

広告表示の開始時期の制限（５条） 529 ( 4.00％) 

建築条件付土地取引に関する広告表示中に表示される建物に関する表示（６条） 553 ( 4.19％) 

自由設計型マンション企画に関する表示（７条） 7 ( 0.05％) 

必要な表示事項（８条） 2,989 (22.63％) 

予告広告における特例（９条） 682 ( 5.16％) 

副次的表示における特例（１０条） 8 ( 0.06％) 

シリーズ広告における特例（１１条） 19 ( 0.14％) 

必要な表示事項の適用除外（１２条） 184 ( 1.39％) 

特定事項の明示義務（１３条） 699 ( 5.29％) 

記事広告における「広告である旨」の明示義務（１４条） 3 ( 0.02％) 

物件の内容・取引条件等に係る表示基準（１５条） 3,542 (26.82％) 

節税効果等の表示基準（１６条） 9 ( 0.07％) 

入札及び競り売りの方法による場合の表示基準（１７条） 25 ( 0.19％) 

特定用語の使用基準（１８条） 878 ( 6.65％) 

物件の名称の使用基準（１９条） 221 ( 1.67％) 

不当な二重価格表示（２０条） 1,084 ( 8.21％) 

おとり広告（２１条） 145 ( 1.10％) 

不当な比較広告（２２条） 39 ( 0.30％) 

その他の不当表示（２３条） 1,196 ( 9.05％) 

表示の修正・取りやめ及び取引の変更等の公示（２４条） 155 ( 1.17％) 

違反に対する調査（２６条） 7 ( 0.05％) 

違反に対する措置（２７条） 22 ( 0.17％) 

措置に対する異議の申立て（２７条の２） 5 ( 0.04％) 

措置内容等の公表（２７条の３） 5 ( 0.04％) 

合   計 13,209 (延べ数) 

 

（表８）平成２４年度景品関係の規約条項別相談件数（延べ数） 

懸賞景品の提供限度額（３条１項１号） 311 (13.57％) 

総付景品の提供限度額（３条１項２号） 856 (37.35％) 

景品類であっても限度額を超えて提供できるもの（３条２項・規則６条） 301 (13.13％) 

共同懸賞の提供限度額（３条３項） 11 ( 0.48％) 

値引きと認められる経済上の利益（２条３項ただし書・規則１条） 247 (10.78％) 

アフターサービスと認められる経済上の利益（同上・規則２条） 66 ( 2.88％) 

不動産に附属すると認められ経済上の利益（同上・規則３条） 182 ( 7.94％) 

値引き、アフターサービス、不動産に附属するものであっても景品類の提供

とみなす場合（同条・規則４条） 
69 ( 3.01％) 

取引価額（３条・規則５条） 144 ( 6.28％) 

景品類の価額の算定基準（同上・規則７条） 105 ( 4.58％) 

合   計 2,292 (延べ数) 
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10 一般消費者からの照会、相談等の受理 

一般消費者から不動産の取引に際しての広告表示上の苦情相談に応じたほか、不

動産広告の見方、取引上の注意点などの事前相談にも応じた。 

 

11 規約に違反する行為に対する調査及び是正のための措置 

不動産広告の適正化を推進するとともに、過大な景品類の提供を防止し、一般消

費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するため、一

般消費者、不動産事業者、関係行政機関等から各種の不動産広告の情報提供や通知

を受け、規約に違反する疑いのある広告表示等については、実地調査を含む調査を

行った。 

規約に違反する行為を行った加盟事業者に対しては、公正・厳正な措置を講ずる

とともに、再び同様の行為を行わないよう広告表示の事前審査を行うなど、その改

善指導に努めた。 

また、不動産広告収集モニターにより収集した新聞折込チラシや宅配チラシ（約

２６,６００枚）の表示内容をチェックし、問題の認められた広告表示の広告主に対

しては文書により改善を要請した。 

 

(1) 調査及び措置 

本年度における調査対象物件数は、１,６０５物件であり、その内訳（物件種

別）は、表９のとおりである。 

また、本年度における表示関係及び景品関係の規約に違反する疑いのある事案に

対する措置等の処理件数は、表１０のとおり表示関係の事案が１９７件、表示と景

品双方に関係する事案が１件であって、処理件数の合計は１９８件であった。 

本年度も、不動産情報サイトや自社ホームページ等のインターネット広告による

違反が多く、厳重警告・違約金の措置を講じた事案４４件のうちインターネット広

告によるものが３９件と８８.６％を占め、昨年度の７５.０％から１３ポイント以

上増加した。 

なお、屋外広告物法及び同法に基づく条例に違反する無許可の電柱ビラ等の屋外

広告物については、表示関係の規約に基づき必要な措置を採るとともに、掲出した

地域の屋外広告物条例を所管する都県にもその旨を通知している。 

 

（表９）平成２４年度調査対象物件数 

物件種別 対象物件数 

賃貸住宅 459 

中古住宅・新築住宅 460 

売  地 410 

中古マンション 100 

新築分譲住宅 88 

分譲宅地 78 

新築分譲マンション 8 

現況有姿分譲地 2 

合  計 1,605 
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（表１０）平成２４年度事案処理件数 

区分 処理内容 表示関係 景品関係 表示･景品関係 

加盟事業者 

厳重警告・違約金  44   

厳重警告   0   

警 告 等 
145 

 (81) 

 

 

１ 

(1) 

会員団体に通知   1   

不  問   6   

非加盟事業者 消費者庁に通知    1   

小 計 197 0 1 

合 計 198 

 

(注) 「警告等」のうち括弧内の件数は、モニター収集広告に対する改善要請である。 

 

厳重警告・違約金の措置を講じた事案４４件の主な違反は、次のとおりである。 

① おとり広告 

ア 契約済みとなって取引できないのに物件を登録したり、登録後に契約済み

となって取引できないのに削除せず更新を繰り返すなど継続して掲載してい

たもの。 

イ 実際には存在せず取引できない架空物件を掲載していたもの。 

ウ 広告日の翌日に広告した事業者に掲載物件の関係資料の請求を行ったにもか

かわらず、その事業者は資料を有しておらず、物件を特定できないため取引で

きないもの。 

エ 著しく安い賃料を記載して長期間掲載し、顧客からの問い合わせも相当数あ

るにもかかわらず、契約に至っておらず、契約しない合理的理由もないことか

ら、取引する意思のない「おとり広告」と認められたもの。 

② 取引条件の不当表示 

ア 「買うのも売るのも仲介手数料無料」等と記載し、あたかも仲介として取引

する物件はすべて仲介手数料が無料になるかのように表示しているが、実際に

は、この業者が紹介可能としている約６０,０００物件のうち無料になるのは

約１５,０００物件にしかすぎなかったもの。 

イ 「お急ぎ下さい 残３戸 ３,５００万円 → ２,１５０万円」と記載し、

あたかも販売戸数３戸の価格を３,５００万円から２,１５０万円に値下げし

て取引するかのように表示しているが、実際の価格は３,５００万円であっ

て、２,１５０万円に値下げした事実はなかったもの。 

ウ 「賃料２.６万円」、「３ヶ月間賃料半額」等と記載し、あたかも３か月間

は表示の賃料の半額になるかのように表示しているが、実際には、表示の賃料

は、既に半額になっているものであって、４か月目以降の本来の賃料は５.２

万円であったもの。 

エ 「賃料３９,０００円」、「二人入居可」、「シェアハウス」等と記載し、

あたかも一人でも二人でも、表示の賃料で入居可能であるかのように表示して

いるが、実際には、一人入居の場合の賃料は７８,０００円であり、表示の賃

料は、二人入居の場合の一人当たりの賃料であったもの。 
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オ 賃貸住宅において、契約時に必要な費用の額（鍵交換費用、家賃保証料、日

常トラブル対応サービス加入料、ルームクリーニング費用等）を記載していな

かったもの。 

カ 取引態様を記載していないため、あたかも広告主が売主であるかのような表

示となっているが、実際には、媒介として取引するものであり、表示された価

格のほかに媒介報酬額が必要となるという不当表示を行っていたもの。 

③ 取引内容の不当表示 

ア 「３ＬＤＫ」と記載しているが、実際には、２ＬＤＫに納戸があるものな

ど、納戸を居室であるかのように表示していたもの。 

イ 専有面積を記載しているが、その面積には専有面積に算入されないロフト部

分の面積を含んで記載していたもの。 

ウ 「徒歩３０秒」と記載しているが、実際の徒歩所要時間は４分であるなど徒

歩所要時間の過小表示を行っていたもの 

④ 広告表示の開始時期の制限違反等 

ア 売主は中古住宅や建築条件付売地として取引しようとしているものを勝手に

新築住宅として広告しており、建築確認も受けておらず、新築住宅として広告

することも取引することもできないもの。 

イ 「新築一戸建て」、「建築確認有 ○○○○号」等と記載し、建築確認を受

けているかのように表示しているが、実際には、表示の建築確認番号は架空の

番号であって、建築確認を受けておらず、新築住宅として広告することも取引

することもできないもの。 

 

(2) 違反業者に対する広告表示の事前審査 

厳重警告・違約金となった事案４４件のうち、電柱ビラ等の違法な屋外広告物を

掲出した３件を除く４１件の加盟事業者に対しては、違反行為の再発防止と規約に

対する理解を高める観点から、一定期間（１か月間）の広告表示の事前審査を義務

付け、広告を作成するに当たり、事前に広告案及び掲載物件の資料の提出を受けて

表示内容を点検し、規約に違反する表示が見受けられた場合は、その内容を改善す

るよう指導した。 

 

(3) 「不動産広告収集モニター」による広告の収集状況と処理結果 

当協議会は、地区内の不動産事業者に対して､規約の周知徹底を図るため､平成

１３年１１月から１都３県に在住する一般消費者に不動産広告収集モニターを委

嘱し、順次、その地域を拡大するとともに委嘱者数を増加させ、収集されたチラ

シ広告等に規約違反の広告表示があった場合は、これを指摘しその改善を要請し

ている。 

平成２１年１１月から、茨城県（５名）、栃木県（３名）、群馬県（３名）、埼

玉県（１０名）、千葉県（１０名）、東京都（１４名）、神奈川県（１１名）、新

潟県（４名）、山梨県（２名）及び長野県（３名）の合計６５名の一般消費者に委

嘱しており、本年度は、２６,６４８枚（月平均２,２２０枚）のチラシ広告等を収

集した。 

これらの広告については、主として必要な表示事項及び表示基準を満たしている

かなどの観点から点検した結果、８１社の広告表示に規約違反が認められた。 

この８１社の違反行為の内容は、大半が軽微なものであるが、当該事業者に対し
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規約に違反する広告表示である旨の注意を喚起しないまま放置すると、何ら問題が

ないものであるとの誤解が生じ、同様の行為が広く蔓延するおそれがあるため、こ

れらの事業者に対しては文書により表示の改善を要請している。 

なお、主な違反は、次のとおりである。 

① 土地のみを取引するものであるのに、「土地建物セットプラン 価格２,１９０

万円」等と土地・建物の総額を大きく記載するとともに、建物の外観図を大きく

掲載するなど、新築住宅を取引するものであると誤認されるおそれのある表示を

していたもの。 

② 物件概要を極めて小さな文字や著しく不鮮明な文字で記載しており、明瞭性

に著しく欠けるため、必要な表示事項を表示したことにはならないと判断され

るもの。 

③ 新築住宅について、建築年月（未完成物件については入居予定年月及び建築確

認番号）等を記載していないもの、中古住宅について、交通の利便、建築年月等

を記載していないもの、売地について、交通の利便、地目、用途地域、建ぺい

率、容積率、取引態様等を記載していないものなど、必要な表示事項を満たして

いないもの。 

④ 「３,２８０万円 → 新価格３,０９０万円」、「２０００万円 → １８００万

円」等と二重価格表示を行っているが、この場合に必要な表示事項である旧価格

の公表時期及び値下げの時期を記載していないもの。 

⑤ 「○○小学校区」、「学区／○○小・○○中」等と記載するのみで、物件まで

の道路距離を記載していないもの。 

⑥ 「リフォーム済」等と記載するのみで、その内容及び時期を記載していない

もの。 

⑦ 「３ＬＤＫ＋Ｓ」、「６ＳＬＤＫ」等と記載するのみで、「Ｓ」が納戸である

旨を記載していないもの。 

⑧ 住宅ローンの返済例を記載するのみで、住宅ローンにかかる必要な表示事項の

うち、提携ローン又は紹介ローンの別、融資限度額等を記載していないもの。 
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Ⅴ 会議開催状況  
 

１ 総会・理事会・専門委員会等 

(1) 定時社員総会 

平成２４年６月１５日、午後４時から、ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東

京（港区）において開催し、平成２３年度事業報告及び決算の承認に関する件並び

に役員の選任に関する件について、いずれも原案のとおり議決した。 

次に、平成２４年度事業計画及び収支予算の決定に関する件並びに名誉会長、相

談役等委嘱の件について、今回退任された南敬介前会長を名誉会長に委嘱する等の

報告を行った後、定時社員総会を暫時休会し、新たに選任された理事及び監事によ

る第４回理事会において、植木正威理事を新会長に選定したほか、会長代行副会長

（２名）、副会長（５名）及び専務理事（１名）を選定するとともに、会長代行副

会長及び副会長の順位を決定した。 

また、植木新会長から、役員又は専門委員会委員を退任された２５名の方々にを

感謝状を贈呈し、在任期間が６年を超えた現職の役員及び専門委員会委員の２名の

方に表彰状を贈呈した。 

総会終了後、懇親会を開催し、多数の方々のご来駕をいただいた。 

 

(2) 臨時社員総会 

平成２４年１０月２６日、午後１時３０分から、ホテルグランドヒル市ヶ谷（新

宿区）において開催し、「定款の変更案に関する件」を審議・承認した。 

 

(3) 理事会 

理事会は、当協議会の業務運営全般にわたる事項について審議・決定したほか、

規約違反事業者に対する措置を決定した。本年度の開催回数は、１２回であった。 

 

(4) 専門委員会 

専門委員会は、総務委員会を５回、広報委員会を１回、総務・広報・渉外・審理

の合同委員会を１回、広報・渉外・審理の合同委員会を２回及び調査指導委員会

（規約違反事業者に対する事情聴取会の実施を含む。）を１２回開催した。 

 

(5) 調査指導委員会 

調査指導委員会における事情聴取会は、１２回開催（うち１回は、調査指導委員

会から付託を受けて常勤役員等により開催したもの。）し、消費者庁、国土交通

省、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県等の関係行政機関の担当官のほか、財団法

人不動産適正取引推進機構の担当者に出席をいただいた。 

 

(6) 常勤役員候補者選考委員会 

平成２４年５月１４日、午後３時から、当協議会会議室において開催し、「常勤

役員の選任等」について協議した。 

 

２ 不動産連合会関係会議 

不動産連合会は、全国９地区の不動産公正取引協議会で構成され、その事務局は

協議会の事務局が代行している。 
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同連合会の事業は、①会員協議会の事業に関する指導・助言・協力、②規約の解

釈・運用の統一、③インターネット広告など新しい広告表示への対応、④消費者庁

長官及び公正取引委員会に対する認定・承認の申請、届出等、⑤会員協議会が行う

個別事案の調査・措置以外の事業とされている。 

本年度における同連合会の関係会議は、以下のとおりである。 

 

(1) 総会 

平成２４年１１月１６日、午後３時３０分から、第１０回通常総会がウェスティ

ンナゴヤキャッスル(名古屋市)において、開催された。 

総会には、消費者庁の杉浦表示対策課課長補佐、国土交通省の松居不動産業課課長

補佐、石塚適正指導係長、公正取引委員会中部事務所の池田総務管理官、愛知県の伊

藤建設業不動産業課課長、柴田県民生活課主幹及び社団法人全日本不動産協会の藤野

副理事長の来賓のご臨席のもとに、中尾東海協議会副会長が開会を宣言した後、市川

東海協議会副会長の開会挨拶、植木連合会会長（首都圏協議会会長）の挨拶、山田連

合会副会長（東海協議会会長）の歓迎挨拶に引き続き、消費者庁の杉浦課長補佐、国

土交通省の松居課長補佐からのご挨拶をいただいた後、山田連合会副会長（東海協議

会会長）を議長に選出して議事に入り、午後５時に滞りなく議事を終了した。 

総会の議案は、①「平成２３年度事業報告の件」、②「平成２４年度事業計画案

の件」、③「表示規約・景品規約等の一部変更案審議の件」、④「役員選任の

件」、⑤「各地区不動産公正取引協議会の当面する課題」及び⑥「第１１回通常総

会の幹事協議会の件」であったが、いずれも異議なく承認された。 

また、総会に引き続き、懇親会が開催され、山田連合会副会長（東海協議会会

長）の開会挨拶の後、藤本連合会理事（四国地区協議会副会長）の発声で乾杯、懇

談の後、植木連合会会長の中締めで散会した。 

 

(2) 理事会 

ア 平成２４年７月２４日、午後２時１０分から、ホテルグランドヒル市ヶ谷（千

代田区）において、平成２４年度第１回理事会が開催され、任期中における役員

の交代に伴い、「定款第１１条第２項及び第３項に基づく理事、副会長及び常務

理事の承認」及び「会長の互選」について審議し、副会長に当協議会の牧山副会

長を含む５名の方々と、理事に当協議会の長沼副会長を含む５名の方々を、ま

た、常務理事に当協議会の谷専務理事の就任をそれぞれ承認した後、南会長（当

協議会前会長）の後任として当協議会の植木会長を会長に選出した。 

イ 同年１１月１５日、午後３時から、ウェスティンナゴヤキャッスル（名古屋

市）において、平成２４年度第２回理事会が開催され、「不動産公正取引協議会

連合会第１０回通常総会に付議すべき議案」について審議・承認した。 

ウ 同年１１月１５日、第１０回通常総会において、第４号議案（役員選任の件）

が承認された後、会長、副会長及び常務理事の互選のため第３回理事会を開催

し、会長には当協議会の植木会長が再任され、副会長には他の８地区の協議会会

長と当協議会の牧山副会長が、常務理事には、当協議会の谷専務理事がそれぞれ

再任された。 

 

(3) 幹事会 

ア 平成２４年７月５日、午後３時から、ホテルメトロポリタン山形（山形市）お
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いて、平成２４年度第１回幹事会が開催され、当協議会から専務理事、事務局長

等が出席した。 

会議では、「第１回理事会の開催」、「第１０回通常総会の準備」の提案（議

案及び日程など）のほか、「措置の整合化等」について説明し、違反内容に応じ

た措置区分を各地区協議会が整合化を図ることについて協議した。 

また、国土交通省から不動産業に関係する事項の説明が行われた後、「内閣

府公益認定等委員会事務局からの指摘に対する対応」等について、意見交換を

行った。 

イ 平成２４年１１月１５日、ウェスティンナゴヤキャッスル（名古屋市）におい

て、午後３時から、平成２４年度第２回幹事会が開催され、当協議会から専務理

事、事務局長等が出席した。 

会議では、不動産連合会の第２回理事会及び第１０回通常総会に付議すべき議

案や理事会・通常総会の進行等を協議・了承し、「措置の整合化等」に関し、各

地区から提出された違反調査等事務処理規程（案）等について協議した。 

また、国土交通省から不動産業に関係する事項の説明が行われた後、「内閣府

公益認定等委員会事務局からの指摘への対応」として、当協議会の定款変更案及

び近畿地区協議会の定款について、説明を行った。 

ウ 平成２５年２月２８日、午後１時から、消費者庁及び国土交通省の担当官にご

臨席いただき、当協議会会議室において、平成２４年度第３回幹事会が開催さ

れ、当協議会から専務理事、事務局長等が出席した。 

会議では、「措置の整合化等」として、各地区の違反調査等事務処理規程の修

正案及び措置基準の設定等について検討・協議した。 

また、消費者庁から「最近の景品表示法の運用状況」及び国土交通省から不動

産業に関係する事項の説明が行われた後、当協議会から「表示規約・景品規約の

一部変更案の進捗状況」、「第１１回通常総会の開催日程」等について、説明を

行った。 

 

３ 「ポータルサイト広告適正化部会」 

平成２４年度に広報委員会の下に設置された不動産情報サイトを運営する賛助会

員（アットホーム株式会社、株式会社アドパークコミュニケーションズ、株式会社

ＣＨＩＮＴＡＩ、株式会社ネクスト及び株式会社リクルート住まいカンパニー）を

メンバーとする「ポータルサイト広告適正化部会」を当協議会の会議室において、

平成２４年４月２７日、同年７月１０日、同年９月４日、平成２５年２月５日及び

同年３月５日の５回開催するとともに、同部会の下に設置されたワ－キンググルー

プの会合を２５回開催した。 

同部会では、ワーキンググループで検討したインターネットの広告表示が適正な

ものとなるよう誘導する具体的方策案の進捗状況の報告や同グループで検討した方

策の是非等について協議した。 

 

４ 「賃貸広告適正化連絡会」 

賃貸物件広告適正化の一環として、当協議会と不動産情報サイトの運営会社（株

式会社アドパークコミュニケーションズ、アットホーム株式会社、株式会社ＣＨＩ

ＮＴＡＩ、株式会社ネクスト及び株式会社リクルート住まいカンパニーの５社）で

構成する「賃貸広告適正化連絡会」（略称：ＲＡＣ）を協議会会議室において、平
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成２４年７月１０日、同年１１月２７日及び平成２５年３月５日の３回開催した。 

会議では、「当協議会の活動状況及び公正競争規約運用上の諸問題」、「不動産

情報サイトの運営会社の取引先事業者との取引上に存在する諸問題」等について、

意見交換を行った。 

なお、本連絡会は、前記のポータルサイト広告適正化部会と目的及びメンバーが

重複することから、これを解散し、同部会において継承することとした。 

 

５ 「不動産広告懇談会」 

規約の円滑、効果的な運用に資するため、不動産広告の実施頻度の高い不動産会社

（維持会員を含む。）でその制作に直接携わる実務者で構成する「不動産広告懇談

会」をアルカディア市ヶ谷（千代田区）等の会議室において、平成２４年７月１３

日、同年１２月７日及び平成２５年３月２６日の３回開催した。 

懇談会では、当協議会から、適宜、「平成２３年度事業報告の骨子」、「平成２５

年度事業計画案」、「最近の相談事例・違反事例について」、「規約違反に対する措

置状況について」等を説明し、意見交換を行った。 

 

６ 会員団体事務局連絡会議 

平成２４年７月２５日、アルカディア市ヶ谷（千代田区）において、会員団体の

事務局長等の出席を得て、標記会議を開催した。 

会議では、当協議会から「平成２４年度定時社員総会における議決・承認事項」、

「表示規約・同施行規則（一部変更）の施行」、「平成２３年度不動産広告の違反事

例」、「当協議会の会議予定」等について説明した後、意見交換を行った。 

 

７ 公益社団法人日本広告審査機構（ＪＡＲＯ）関係会議 

(1) 総会・理事会 

平成２４年６月５日、東京會舘（千代田区）において、通常総会及び理事会が開

催され、常務理事が出席した。 

また、同機構（中央区）の会議室において開催された平成２４年９月１４日、同

年１２月２０日及び平成２５年３月１５日の理事会に専務理事が出席した。 

 

(2) 関係団体協議会 

平成２４年１２月３日、同機構（中央区）の会議室において、標記会議が開催さ

れ、当協議会から専務理事が出席した。 

会議では、同機構の近況報告、社団法人全国公正取引協議会連合会及び当協議会

を含む３協議会から活動状況の報告がなされ、消費者庁表示対策課から同課の活動

状況と今後の計画について報告があり、これらに対し意見交換が行われた。 

 

８ 社団法人全国公正取引協議会連合会関係会議 

(1) 総務委員会 

平成２４年４月１０日、同年５月１８日及び同年９月１４日、赤坂ＫＳビル

（港区）等の会議室において、総務委員会が開催され、当協議会から専務理事が

出席した。 
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(2) 理事会・総会 

平成２４年６月１８日、東海大学交友会館（千代田区）において、理事会が開催

され、植木会長の代理で専務理事が出席した。また、理事会終了後、平成２４年度

通常総会が開催され、当協議会から植木会長、専務理事が出席した。 

なお、本総会において、植木会長が理事に選任された後、通常総会を中断して開

催された第２回理事会において、副会長に選出された。 

また、総会終了後、規約の適正な運用を通じて景品表示行政に功績があった団体

（４協議会）及び個人（４名）に対して、福嶋浩彦消費者庁長官から景品表示適正

化功績者表彰（大臣表彰）が行われ、東海不動産公正取引協議会が団体として表彰

された。 

 

(3) 連絡会幹事会 

平成２４年６月５日、赤坂ＫＳビル（港区）の会議室において、消費者庁、公正

取引委員会、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会及び当協議会が出席

し、標記会議が開催され、当協議会から専務理事が出席した。 

会議では、連合会から「平成２４年度事業計画」及び「当面の役員の構成」につ

いて報告があり、意見交換が行われた後、消費者庁及び公正取引委員会から「最近

の主な動き」について説明が行われた。 

 

(4) 全国公正取引協議会連絡会議 

平成２４年１０月１６日、東海大学交友会館（千代田区）において、標記会議が

開催され、当協議会から事務局長及び事務局職員が出席した。 

会議では、連合会の糸田副会長から開会の挨拶があり、消費者庁の片桐表示対

策課長及び公正取引委員会の山田取引企画課長からの挨拶の後、１都８県（茨城

県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県）

の各担当官から「地方公共団体における景品表示法の運用状況」について説明が

行われ、続いて、消費者庁から「食品表示一元化について」の講演の後、質疑応

答が行われた。 

次に、社団法人自動車公正取引協議会など３協議会から「公正競争規約の最近の

運用状況」について説明があり、続いて、主催者から「公正マークワーキンググル

ープの検討状況」、「消費者等との意見交換会の開催」、「一般法人化後の役員構

成」、「連合会会費」等の今後の取組等について説明があり、これらに対して質疑

応答が行われた。 

 

９ 公益財団法人東日本不動産流通機構（ＲＥＩＮＳ）評議員会 

平成２４年６月２６日及び平成２５年３月７日、京王プラザホテル（新宿区）に

おいて、公益財団法人東日本不動産流通機構（千代田区）の評議員会が開催され、

専務理事が出席した。 

平成２４年６月の会議では、｢平成２３年度収支決算｣、「平成２４年度事業計画

及び収支予算」、｢理事の補充選任｣について審議され、また、平成２５年３月の会

議では、「評議員の辞任及び新たな評議員の選定」、「会員外利用者の取り扱い」

について報告後、「中期事業計画(案)の策定」、「平成２５年度事業計画(案)及び

収支予算(案)」が審議・承認された。 
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10 違反不動産広告物規制のための方策の検討及び意見交換会 

平成２５年２月１５日、ホテルグランドアーク半蔵門（千代田区）において、東

京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課田中適正取引促進課長、同課指導相談係

沖課長補佐及び都市づくり政策部緑地景観課宮島屋外広告物担当課長の出席のも

と、社団法人全日本不動産協会東京都本部（幹事）、公益社団法人東京都宅地建物

取引業協会及び当協議会の３団体による違反不動産広告物規制のための方策の検討

及び意見交換会が開催され、当協議会から福田副会長（調査指導委員会委員長）、

桃野理事（調査指導委員会副委員長）、専務理事及び事務局職員が出席した。 

会議では、東京都の宮島屋外広告物担当課長から「東京都内の違反屋外広告物の

現状」について報告があり、続いて、田中適正取引促進課長から「違反広告物の現

状及び東京都の行政処分・指導」について報告の後、当協議会から「公正競争規約

違反に対する措置状況及び最近の相談事例、違反事例等」について説明を行い、こ

れらについて意見交換が行われた。 

 

11 不動産取引関係機関連絡協議会 

平成２５年３月１８日、財団法人不動産適正取引推進機構（港区）の会議室にお

いて、国土交通省主催の不動産取引関係機関連絡協議会が開催され、当協議会から

事務局長が出席した。 

会議では、国土交通省から「不動産取引における苦情紛争相談等の状況につい

て」や、警察庁から「平成２４年不動産関係事犯検挙状況について」の説明があ

り、当協議会からは「公正競争規約違反に対する措置等の状況等」を説明した。 
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［資料］ 
定 款 新旧対照表 

（下線は変更部分） 

新 旧 

（法人の構成員） 

第５条 本協議会の会員は、次の３種とし、次条の規

定により入会したものとする。 

(1) 普通会員 公正競争規約に参加する宅地建物取

引業者の団体及びその団体の都県単

位における従たる事務所（前条第２

項に規定する区域内に所在するもの

）の代表者 

(2)・(3) (略) 

 

（会員の資格の取得） 

第６条 (略) 

２ (略) 

３ 前条第１項第１号後段の団体の従たる事務所の代

表者が交替したときは、理事会が別に定める様式に

より、新たな代表者名等を本協議会に届け出なけれ

ばならない。 

 

（定款の変更） 

第49条 (略) 

２ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律（以下「公益認定法」という。）第11条第１項

各号に掲げる事項に係る定款の変更（軽微なものを

除く）をしようとするときは、その事項の変更につ

き、行政庁の認定を受けなければならない。 

 

 

３ 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁

に届け出なければならない。 

 

 

 

 

（合併等） 

第50条 本協議会は、社員総会において、総正会員の

議決権の３分の２以上の決議により、他の一般社団

・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一

部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすること

ができる。 

２ 前項の行為をしようとするときは、あらかじめそ

の旨を行政庁に届け出なければならない。 

 

 

 

（法人の構成員） 

第５条 本協議会の会員は、次の３種とし、次条の規

定により入会したものとする。 

(1) 普通会員 公正競争規約に参加する宅地建物取

引業者の団体 

 

 

 

(2)・(3) (略) 

 

（会員の資格の取得） 

第６条 (略) 

２ (略) 

３ 新設 

 

 

 

 

（定款の変更） 

第49条 (略) 

２ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律（以下「公益認定法」という。）第11条第１項

各号に掲げる事項に係る定款の変更（軽微なものを

除く）をしようとするときは、その事項の変更につ

き、内閣総理大臣の認定及び不動産の表示に関する

公正競争規約第29条第１項に基づき消費者庁長官及

び公正取引委員会の承認を受けなければならない。 

３ 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく内閣総

理大臣に届け出るほか、不動産の表示に関する公正

競争規約第29条第１項に基づき消費者庁長官及び公

正取引委員会の承認を受けなければならない。 

 

 

（合併等） 

第50条 同左 

 

 

 

 

２ 前項の行為をしようとするときは、あらかじめそ

の旨を内閣総理大臣に届け出るほか、不動産の表示

に関する公正競争規約第29条第１項に基づき消費者

庁長官及び公正取引委員会の承認を受けなければな

らない。 

附 則 

この定款の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の承認があった日（平成２５年３月１８日）か

ら施行する。 


